
 

 

 

 

令和４年度第２回推進会議における委員からの指摘事項 

   

（対応） 

  本文に追記しました。【→Ｐ３８】 

 

（対応） 

  2030 年の県内の消費エネルギーの予測は困難であること、また、ＦＩＴ/Ｆ

ＩＰ制度によらない設備（発電量）もあり具体的な数値を把握することは困難

です。 

 

 

（対応） 

  三重県環境基本計画において、具体的な記載があるため、そちらを参考にす

ることとします。 

指摘事項２ 新エネルギーの導入目標値は県内の消費エネルギーのどれくらいに

なるのか。 

指摘事項１ Ｐ３８に記載されている、株式会社第三銀行の後に、現・三十三銀行

と記載いただきたい。 

 

指摘事項３ 三重県新エネルギービジョンと他の計画等の関係性がわかりにくい。 

 

資料１ 


